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0議長(黒川重憲君〉

本日の会議を開きます。

午前 10時 19分開会

これより昭和 61年第 2回日野市議会臨時会を開会 し、 直ちに

ただいまの出席議員 25名であります。

これより日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員については、会議規則第 81条の規定により議長において

7番 福島盛之助君

8番 福島敏雄君

を指名いたします。

次に日程第 2、会期の決定の件を議題といたじます。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇 〕

0議会運営委員長(市川資信君) おはようございます。昭和 61年第 2回臨時議会

の運営につきまして、去る 7月 18日、 議会運営委員会を開催 し、協議いたしま した。その結

果についての御報告を申し上げます。

既に御承知のことと思われますが、今回の臨時議会に付託されます議案は、第 75号の国民

健康保険条例の一部改正 1件であります。したがいまして、本件の取り扱いにつきましては、

関係委員会に付託し、審議していただくことになりました。

会期でございますが、議事日程を踏まえまして、本日 1日といたしますので、よろしく御審

議のほどお願いいたします。以上でございます。

O議長(黒川重憲君〉 お諮りいたします。ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、

会期を決定するに御異議ありませんか。

c r異議なし」 と呼ぶ者あり 〕

0議長(黒川重憲君〉 御異議ないものと認めます。よって会期は本日 1日と決定いた

しました。

これより議案第 75号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とい

たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。
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〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君〉 本日は時局柄御多忙のところ、国民健康保険関係議案をもっ

て臨時会をお願いする ことといたしました。よろしくお願いをいたします。

議案第 75号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について提案の理由を

申し上げます。

本一議案は、保険税及び助産費の給付の額を引き上げるため、日野市国民健康保険条例の一部

を改正するものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議、決定をお願いい

たします。

0議長 (黒川重憲君〉 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市民部長(佐藤智春君〉 それでは、私から議案の説明をさせていただきます。

日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定でございます。御承知のように最近の

国保を取り巻く情勢につきましては、高齢化の進展、疾病構造の変化、あるいは高度医療の進

歩等によりまして、医療費が急増 しております。この中で、さらに関連の老人保健拠出金の増

加、あるいは退職者医養制度の創設に伴いましての国庫負担金の大幅な削減等の影響によりま

して、国保の財政は、日野市としても例外ではございませんで、大変厳 しいものとなっておる

状況でございます口

申し上げるまでもなく、国保事業の運営につきましては、国庫支出金と保険税で補うのが原

則でございますけれども、被保険者の構成等も考慮いたしま して、従来から一般財源を繰り入

れまして、その措置を行ってきたというところでございます。従来一般会計からの繰り入れに

つきましては、被保険者あたり一人 5，0 0 0円、この程度としておったわけでございますけれ

ども、 59年度につきましては、一人当たりの繰り入れが 6，270円、さらに 60年度におき

ましては、一人当たりの繰り入れが、 一般会計からの繰り入れでございますけれども、 13，730

円と急激な伸びとなってきておるわけでございます。 したがいまして、一般財源にも重大な影

響を及ぼす、という結果に相なっておるわけでございます口今回これら諸般の情勢を踏まえま

して、保険税の改正をいたしたく去る 4月の 24日に国保運営協議会に税の値上げにつきま

して諮問をいたしたわけでございます。以来国保運営協議会におきましては、前後 5回にわた

りまして、慎重に御審議をいただき、去る 7月 15日の日に国保運営協議会長より 答申がなさ
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れたわけでございます。今回この答申に沿いまして、保険税の一部を改正する条例案を提出い

たしました。このようなわけでございます。よろしくお願いしたいと思います。

それでは、改正の内容につきまして、新旧対照表によりまして説明をさせていただきたい、

かように存じます。

新旧対照表でございます。まず第 5条の 5でございますが、助産費の関係でございます。従

来の 10万円の支給を 13万円、このようにお願いをしたいというものでございます。支給額

の増ということでございます。

次に税の関係でございます。第 10条、税の上限でございますが、限度額を現時点での 24 

万円を 31万円にいたしたい、ということでございます。この 31万円につきましては、御承

知のとおり、地方税法上では 37万円が限度額というよう なことになっておりますけれども、

3 1万円の数値につきましては、 26市のほぼ平均額でございます。

それから、 11条につきましては、所得割額でございますけれども、従来の10 0分の 3.3 

を100分の 3.6とさせていただきたい、かように考えているわけでございます。

次に 13条でございます。これは被保険者の均等割でございますけれども、 現時点の 3，240

円を 7，6 8 0円にということでございます。

次の 17条関係につきましては、均等割額のいわゆる地方税法上に定めますとこ ろの低所得

者に対する軽減措置に関するものでございます。 1につきましては 6割軽減、 2につきまして

は4割軽減、つまり 1，944円を 4，608円にする、これが6割軽減、 1， 2 9 6円を3，07 2 

円これが 4割軽減ということでございます。

本改正案によりましての税率につきましては、全体で 25.1 %のアップ率でございます。保

険税の収入予定額でございますけれども、調定額におきまして、約 2億 5，10 0万円を予定し

ておるわけでございます。よろしく お願いを申 し上げます。

0議長(黒川重憲君) これより 質疑に入ります。旗野行雄君。

01 7番 (鎌野行雄君〉 今、市民部長の説明の中にもあったわけですけれども、 59 

年の一般財源からの繰入金が決算で約 2億弱という数字のように承知しております。 60年の

決算見込み額によりますと、約 4億 4，0 0 0万という数値になります。最終的ぜこは赤字額は約

5億に達するのではないか、というふうに言われております。

国保の被保険者の 1人当たりの大体一般財源からの繰入額が、どの辺が妥当であろうか、と
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いうことについては、いろいろ議論があるようですが、今、市民部長から言われたように、約

1人当たり 5，0 0 0円ぐらいがというようなことが、常識的に言われているわけです。 5，000

円ということになりますと、国保の被保険者がたしか 3万円の幾らか上という数字であります

ので、総体で 1億 5，00 0万から 2，0 0 0 万ぐらいが妥当な数字ではな~，かというように解釈

してもいし可かと思うんですが、今言ったように 60年度決算では 4億 4，0 0 0万という数字は

~ ，かにも行政の公平ということからいっても多過ぎるのではなし 1かというように判断してもい

いかと思いますρ

この比較表によりますと、この保険料の改正によって、増収見込み額が、約 2億のちょっと

上ということのようでありますけれども、 6 1年度も今言ったような医療費の高騰というよう

なこともありまして、 最終的な見通しはどのようになるのか、この改正によってどの程度一般

財源からの繰り入れが減らせるのか、そ ういう 見通 しはどうか。あるいは将来またこの程度の

改正で当分済まされるのか、あるいは再度の値上げが必要になるのか、その辺をお伺いしたい

と思います。

0議長(黒川重憲君) 市民部長。

0市民部長(佐藤智春君) それでは、ただいまの御質問にお答えをしたいと思いま

す。

おっしゃるとおり、 5，0 0 0円という一般会計からの繰り入れでございますけれども、これ

は 58年ごろのたしか状況だったと思います。それから、御承知のとおり医療費というものが、

毎年毎年急激な増加をしてまいった、ということでございます。例えば昨年のちょうど 1年前

でございますけれども、 4月の医療費と 1年過ぎたことしの 4月の医療費を比べますと、何と

25%の伸びがございます。このような関係でこの二、三年の医療費の伸びというものが、非

常に急激に伸びておる、ということがいえるのではなかろうかと思っております。

それで、御質問でございますけれども、幾らぐらいが妥当かということでございますけれど

も、非常に難しい問題でございますけれども、私の事務的なサイドといたしましては、できる

ことならば、当時の伸びから考えますと、一般会計からの 1人当たりの繰り入れと申しますの

は、約 5，00 0円というわけにいきませんので、伸びから勘案 しますと、 1万円ぐらいいただ

かないと、ということがまず頭に浮かびます。

それで、御質問の趣旨でございますけれども、 6 1年度、これからの状況でございます。こ
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の条例案を議決していただきますと、先ほど申しましたように、 2億 5，1 0 0万円収入見込め

るわけでございます。これをさらに私どもの試算といたしましては、 6 1年度の伸びが前年度

と同じくらいということを考えますと、さらに一般会計からこの値上げをしていただいても、

8， 0 0 0 万から 1 億円ぐら~，はし、ただかなければ、ちょっと国保の財政が厳しいだろう、 この

ように考えているわけでございます。以上でございます。

0議長(黒川重憲君〉 旗野行雄君。

01 7番(旗野行雄君) ちょっとお聞きしたいんですが、今 8，0 0 0万から 1億とい

う数字はどういう数字なんですか、繰入額がある ということは…

0議長(黒川重憲君) 市民部長。

0市民部長(佐藤智春君) 8，0 0 0万と申しますのは、ことし 61年度で既に 3億

8，8 0 0万円いただいております、当初予算で。それから逆算していきますと、 61年度の見

込み額が 4億 6，9 0 0万円ばかり出るのではなかろうか、まだ仮定でございますけれども。そ

ういうようなことから逆算 していきますと、約やっぱり8，0 0 0万円 ぐらい不足してくる、 と

いうふうに事務的には考えておるわけでございます。

当初予算にも既に一般会計から繰り入れをしておりますので、それをさらに最終的な支出か

ら差 し引きますと、それだけまだ足らないだろう、 こういうふうに申 し上げたわけでございま

す。

0議長(黒川重憲君〉 旗野行雄君。

017番(鏡野行雄君) 一つに公共料金にしてもそうなんですけれども、あるいは税

金に してもそうなんですけれども、市民の急激な負担増につながるような値上げはすべきでは

ない、ということが原則であると思うんです。ここでかなり大幅な値上げを強いられなければ

ならないということは、この原則からいうと、いささか不穏当ではないか、と思うわけです。

国保の財政状況が非常に悪化しているということは事実でありますし、こうなるということは、

ある程度かなり前に予測できたと思うわけです。その時点で将来見通しなり、あるいは計画的

に小幅な値上げをもっと以前にすべきだった、そうすればこのような大幅な値上げをしなくて

済んだのではないか、このようにも考えられるわけですけれども、市長はこの辺どう解釈され

ておりますか。質問いたします。

O議長(黒川重憲君) 市長。
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0市長(森田喜美男君〉 ここ、ごく数年の間こういう大きな制度の変更と、それから あるわけです。そのようなことでは、市民にとっても、市にとっても、非常にマイナスである

わけです。その辺をこれからも検討の一つの要素として考えてもらいたい、このことを要望し

ておきます。

今一つ質問したいんですけれども、どうも、こういうような保険税の大幅な値上げというよ

うな提案をされる について、市長は、議会についての対応を今少し慎重なり、積極的にしても

らいたいということを要望しておきたいと思います。最近の例では、 3月議会では、一般会計

の予算の実質的には原案否決、修正案可決というような事態があったわけであります。余り好

ましい理事者としては事態ではないか、と思いますし、 6月議会では教育委員の任命について、

せっかく具体的な名前を出しておきながら、またそれを引っ込めざるを得なかった、というよ

うなこともあるわけであります。何かそういう ことになったのは、一つは市長なり理事者の議

会軽視の考え方の一つのあらわれではないか、と思うわけであります。

今回のこの保険税の値上げの議案にしても、いつかこれは 26市のどの市のことだったか忘

れましたけれども、こういうことが新聞に載っておりました。値上げについて了解を得るため

に、市長が先頭に立って各会派に相当時間をかけて了解工作をした、大変であった、というよ

なことが載っておったことを記憶しております。そのような行政姿勢議会に対する対応が必要

ではないかと思うわけであります。

中央において、よく野党が何でも反対、反対のための反対 というような姿勢をとっているよ

うでありますけれども、我々市議会においては、野党ではありますけれども、 そのよ うなかた

くなな姿勢をとっているわけじゃないんです。是は是、非は非として、 賛成すべきときには賛

成する、反対すべきときには反対する、というような意向で臨んでおるわけでありますけれど

も、市長はそれに対して、それなりのひとつ姿勢を持って臨んで、もらいたい、このことを要望

し、市長の考えを聞き たいと思いますD

0議長(黒川重憲君) 市長。

。市長(森田喜美男君) もちろん議会軽視などということは、全く意識の中にないわ

けでございますが、 至らない点もあろうかと存じております。本件につきましては、でき るだ

け各会派にも事前に説明をさせていただし、た、という経路がございますが、なかなか値上げ議

案というのは、どなたも御苦労いただくわけでございますので、これからも最善の努力をして

お願いをする考えでございます。

国庫負担の削減がひびいてさておるわけであります。確かに毎年現状を正確に認識をして、小

幅であっても原則になるべくかなうような措置をとっていくということは、一つの大切な手法

でありますけれど、-また、それぞれそのときの情勢のこともありまして、頑張れるだけ頑張っ

てみるということも、また行政施策にはあり得るわけでありまして、今回は、一昨年から比較

しまして、非常に状況が深刻になった。昨年あたり値上げをしておけばこういうことは少なか

っただろう、というふうにもとれないわけではありませんが、結果、こういうことである、と

いうふうに御理解をお願いする以外にありませんo

今回の措置といえども、それでは満たして十分かとい うと、そうではないわけでありまして、

来年も値上げといいますか、税率、税額のアップの必然性は絶えず背景にある、をいうことも

申し上げておかなければならないと思っております。国民健康保険事業自体、国民皆保険の中

のすぐれた一つの制度でございますから、健全にこれを維持発展をさせるためには、 被保険者

自身の健康に対します自己管理、また、医療機関側の医療サービスについての責任感、また、

自治体としての一面の施策、こういうことがそれぞれに関連し合いますので、今後そのような

努力を必要とする、というふうに考えております。

一面、 最近、きょ うの新聞にも出ておるようでありますが、各自治体が経営することが果た

して妥当であるか、もっと広域的な一つのバランスが保てる、そういう規模でやることが適当

ではないか、という論議も市長会から出しておるわけであります。きょうの新聞では、新しい

政府の厚生大臣が、県単位の経営を考えたい、このような発言もされております。自治体とし

て、果たしてそれがいいかどうかということが、また一面、自治の主体性から考えますと、あ

るわけでありますが、いずれにいたしましても、私は正 しい発展を遂げるためには、自治事業

それぞれその性格に基づいて独立採算を前提として責任を全うしてt¥く、ということが大切だ

と、このように考えております。 以上です。

0議長(黒川重憲君) 旗野行雄君。

017番(鎮野行雄君〉 いずれにしても、行政というのは、ある程度先を見通して先

取りをする、というような姿勢が必要である と思います。後を追っていくということでは因る

わけであります。具体的に 60年度においても、非常に他の市に比べて、あるし 1は 23区に比

べて、税額が低過ぎる ということで、都からの補助金は減額されている、というような事情も
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0議長(黒川重憲君〉 ほかに御質疑はありませんか。天野輝男君。

06番(天野輝男君〉 私も国民健康保険の協議会のメンバーですから、こうし 1うこと

は控えた方がよろしいかと思いますけれども、こういう問題については、 大変私たち自身も頭

を痛めて協議 した議案であるために、あえて質問させていただきます。

こうして、短期間にこの値上げの問題が出てまいりまして、私もたまたま驚いていたわけで

あります。 と申しますのは、このある市議会の選挙のときに、ある政党のチラシの中には、国

保の値上げを しないとい う文章がありま したD 私は見ました。そういうことで私はこの市長が

そのために値上げをしなかったのかな、と私は考えていたわけであります。私も日野に住んで

る人間でありますから、理事者側に余り強くそれはだめだ、とは私自 身も言えません。といい

ますのは、これは足りない分は一般税の方から当然これを補わなければならないからでありま

す。私は、そういう面において、やはりこの値上げの問題については、慎重に審議していただ

きたいD そして、市民にも納得できる ような方法で値上げをすることが望ま しい、と思 うわけ

であります。

そして、私は この保険税の値上げの方法は、応益割と応納割があるわけですね。応納割とい

うのは、これは所得割は住民税の中からの算出であります。そして、 資産割というのは、固定

資産税からの算出であります。こういうことから見まして、この日野市にある企業を富士通フ

ァナックなんか大事に したら 7億円の日野市に税率が入る ということであるならば 2億数百万

のお金はだまっていた って国民健康保険にこの繰り入れることができ るわけであります。そう

いう面で、やはり市長とい うのは、日野市のやはり この日野市の自治体の長であり、経営者だ

と私は思うわけです。そういう面で、この企業からいかにこういう税率の方法も考えて、国民

健康保険の中に組み入れるか、これは市長自身の手腕であると私は思うわけであります。そう

いう面で、ぜひ市長が企業とも交流を持つように して、そして、企業で困っているような こと

も取り入れながら密にしていくならば、こういう富士通ファナックのようなこの形態はなかっ

たのではないか、と私自身思うわけであります。

そういう面で、ぜひ、この確かにこれを見ますと低い所得の人は、負担が多過ぎる面がある

んです口そういう面は、やはり経営者として、やはりこの国民健康保険の方に割り振りできる

ような税率を確保する、というのが市長の役目ではないか、私痛切に感じているわけでありま

す。そういう面で、ぜひこういう値上げという問題は、繰り返しますが、短期間に押しつけの

-12 -

ような仕事ではなくて、時間をかけてだれもが納得するような方法でやっていただきたい、と

いうのが私の願いであります。よろしくお願いします。

0議長(黒川重憲君) 天野輝男君、答弁はよろしいんですか。

06番(天野輝男君〉 それで、できれば少なく とも企業の方ともう少し連絡を密にし

て、そして企業の意向もくみながら税金を少しでも余計に日野市に納めていただけるような方

法をとっていただきたい。そういうようなこ とでぜひそのよ うなところも踏まえて努力をして

いただきたいと思います。その、ちょっと答弁ができたらしていただきたいと思います。

0議長(黒川重憲君 ) 市長。

0市長(森田喜美男君〉 自治体も経営でございますから、入るをはかつて出るを制す

る、大原則はあるわけであります。したがって、その入るをはかる方の努力で企業に対します

適正課税ということもお願いをするわけでありますし、また、立地につきまして、一方には発

展を願い、一方にはまた応分の義務をお願いをする、という関係ですから、企業戦略が、なる

べ く日野市を中心にしてお考えいただくということは望ま しいことだ、と思っております。そ

のようにこれまでもやってまいりましたし、 今後もそのつもりでおります。それには別段の御

指摘に対するそれ以上の答えはございません。

それから、国民健康保険という一つの福祉行政でございますが、確かに今までは老齢者、あ

るいは所得の少ない経営者、あるいは個人のおられた一つの集団といいますか、一つの階層と

いう範囲がございます。したがって、 若干の一般会計から繰り出し、つま り他の納税をそちら

に支援をする、お見舞いをする ということ は、今までやってきたとおりでございますが、 一方

に、例えば老人の健康手当に 1万円の年額支出をしている、これを上回るということは、ちょ

っと妥当性を欠くのではなかろうか、こんなこともございまして、今回のやむを得ない値上げ

の事情でお願いをするものでございます。

運営協議会も 4回、 5回にわたって大変真剣な審議をいただきました結果、若干の提言もい

ただきましたので、その提言に沿う意味で率におきましては 5%、あるいは最高限度額におき

ましては、当初 33万円を考えておりましたが、 3 1万円に抑えた。 若干のそれぞれの配慮を

いたしております。したがいまして、それがまた及ぼします今後の影響というものも残るわけ

でございますが、今回はまだあわせて補正予算を議案といたしておりませんが、次の機会にあ

る程度の見通しをもちまして、御審議をいただ くことになるわけでございます口よろし くお願
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いを申し上げます。

0議長(黒川重憲君〉 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 森田市長は、こういう公共料金を突然、どかっと大幅に上げる

のが大変お好きなようでありまして、先般も下水道の使用料金を一度に 50%も値上げすると

いう暴挙に出られたわけですe

この国保税につきましても、それぞれの各市日野市も含めまして大変厳しい状況にあるとい

うのはよくわかるんですが、昭和 58年の第 4回定例会にも市長は、均等割で約 60%の値上

げを提案しました。しかもその 1年前には同じような値上げ案を、大増税案をこの議会に提案

をしてきたわけです。幸い 57年の時点では、 議会の私どもの力によって、この改悪案は葬り

去ることができたわけでありますが、 5 8年の場合には、これが通ってしまったということで、

今日に至っているわけです。そして、また今回、突然こうした大幅な国保税の大増税が市民の

前に突然出されたわけであり ます。特に日野市の場合には、世帯数で 1万 4，0 0 0世帯、被保

険者数 3万約 2，000名ということで、大体 4分の 1世帯の方がこの国保税のお世話になって

いるわけです。この値上げの今回の幅をやはり市民の方はどこまで承知しておられるかよくわ

かりませんが、大変驚く内容だと思います。国保税のこうした突然の値上げについて、やはり

もう少し市民に対 して PRを常々 していしそうした姿勢が私はあってもいいと思うんですが、

そうした点の不足があったのではないかと思いますが、その点をまずーっお尋ねをいたします。

それから、今回所得割については、率が少し計算方法が変わりました。御承知のように保険

税は、所得金額や固定資産税、また世帯及びその家族の数によって、合計額が計算をされて算

出をされるわけですが、現在の日野市の課税方式、 これが果たして理想的なものなのかどうかD

今後この方式を長く続けていくおつもりなのかどうか、そういった点をお尋ねをいたします。

なお、理想的な望ましい課税方式というものはどういうものなのか。現在の日野市の課税方式

がもしそうであれば、その点つけ加えてお尋ねをいた します。

それから、もう 1点、今回のアップ率ですが、先ほど市民部長のお話では、 25.1 %ですか、

とおっしゃったんですが、己れ 24万円が最高限度額ですが、 3 1万円に上がるということで、

最高限度額については 25以上なんです。それから、均等割を見ますと 3，2 4 0円が一挙に

7， 6 8 0円ということで、これは倍以上になっていますから、 25. 1 %というのは、どこから

一一調定額の見直し、これはアップ率はどうやった計算によるものか、もう一度私お尋ねをい
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たします。

それから、市長にもう一度重複するかもわかりませんが、御回答をお願いしたいんですが、

国保税の赤字については、一般会計からの補てんと国保税の値上げというこつの方法、いずれ

かによってしか対応することができないわけです。一般財源からの補てんについては、一つの

めどを 1万円ぐらいという ζともおっしゃったんですが、この一般財源からの繰り出しと保険

税の値上げというものをどちらに比重を置いて考えておられるのか、その点市長にお尋ねをい

たします。以上です。

O議長(黒川重憲君〉 市民部長。

。市民部長(佐藤智春君) それでは私からお答えを申し上げます。

まず PRの不足ではなかろうかというお話でございますけれども、 過日でございますけれど

も、広報をもちまして、国保財政の状況というようなことで、かなり大きな紙面を割いていた

だきまして、一応市民の方には PRはさせていただし可たという経緯もございます。なお、さら

に今後はもう少し頻度を高くして PRをさせていただきたい、とかように考えておる次第でご

ざいます。

それから、国保税の謀税方式がどうなのか、という御質問でございますけれども、これにつ

きましては、現在四方式でございます。それで、全国一応調べますと、 95%が日野と 同じ課

税方式を採用しておるわけでございまして、 この方式が、全国的に習慣としてされているとい

うことでございます。それから、傾向としては、仮に三方式というような傾向も若干出ており

ます。 と申しますのは、平等割を均等割の方へ持っていこうとか、というような考え方もある

ようでございますけれども、現行全体的には 95%の市町村が、日野と同じ方式をとっておる

ということでございます。

それから、税の 25%の増でございます。 これは調定額はもちろんでございますけれども、

全体の税率ということで、全部あわせまして 25.1 %と計算上こうなるわけでございます。こ

の国保の税の値上げ率を計算するのは、どこも各市同じ共通のやり方でございまして、全部の

税率でパーセン トを出すということでございますので、個々には出しておりませんので、全体

で25. 1 %、こういうことでございますので、よろしく 御審議お願いいたします。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 質問の 3項目のお答えでございます。国民健康保険事業は、
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国民皆保険の中の一つの中心となる法律に基づく制度だ、と理解を しております。考えように

よっては、国の制度を自治体が委任をされている。したがって、これまでの支出の仕方の大き

な割合で申しますと、国が 40%、それから保険税が 30%、本人医療費の負担が 30%、こ

ういう形で賄われていたわけであります。それが今回は国の負担が 30.8%にまで減額をされ

た。これは老人保健法とのかかわりもあるわけではありますが、一方、被用者保険をそれに入

れて健全化ができるかのごとく期待をされていたわけでありますが、そのことが予想外だった、

ということも一つの理由にされております。

いずれにいたしましでも、国の財政逼迫がもたらした影響でありますから、自治体が持つか、

被保険者が当然自分のこととして負担をするか、自治体が経営といいますか、この事業を行っ

ている限り、そういう解決策 しか残 らなくなってまいります。 本来はこれは一つの特別会計の

事業でありますから、税負担によって運営ができるということが大原則でなければなりません。

そこに若干の政策を加える という部分が、市の一般会計の繰り出 し分に相当するわけでありま

す。その限度をどこに置くかとい うのが、いろいろと論議をいただいておるわけでありますが、

財政のいいときには 5，0 0 0円で終わった。 1万円を限度にしたいと考えてもそれが持てなく

なってしまって、あるいは 1万 5，0 0 0円になりかねないという状況でありますから、できる

だけ 1万円の線に抑えたい、という考え方で今回の謀税のことを、改正という形でお願いをし

ておるわけであります。その 1万円も適正かどうかということは、私は今後の財政課題にもか

かわってまいりますので、やはり原則は独立会計の本来的な健全化を求心力の中心に していく

べきだ、 と考えております。

O議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 今回のよ うな国保税の大増税が行われますと、 徴収率が果た

して現在日野市は 26市中でも上位の方でございます。収入歩合はいいわけですね。しかし、

これだけ一度に大幅な税金の値上げがありますと、現在でさえ苦労しておられる徴収事務がか

なり努力をされて上がるものだと思いますが、果たしてこの徴収率が維持 していけるのかどう

か、ということをお尋ねをいたします。よく 言われることですが、国保財政が大変だ、だから

税率を上げる、増税をする。そ うするとまた徴収率が下がってイタチごっこになる、というこ

とが言われるわけです。今回、そうした懸念は全くないのかどうか、お尋ねをいたします。

それから、現在この国保税を納めていない人が結構いるわけです。滞納額が 1億 6，3 0 0万

かなり大きな額です。これを半分徴収したとしても、できれば値下げも場合によっては私は可

能ではなし1かと思うんですが、この滞納処理について、こうした値上げを契機に、やはり値上

げは、私はこの議会では多分通らないのではなし 1かと思っておりますが、もし値上げが行われ

るということを当局が考えておられるなら、徴収率の向上ということも、 滞納整理の改善とい

うことも、当然、考えておられると思うんですが、この 1億 6，0 0 0万円以上の滞納の処理につ

いては、こうした値上げを提案される以上、何か特段の対応される おつもり があろ うかと思 う

んです。その点についてお尋ねをいたします。

0議長(黒川重憲君〉 市民部長。

0市民部長(佐藤智春君〉 それでは、市民部長お答えを申 し上げます。

おっ しゃるように、現年で 60年度の決算でございますけれども、 収納率、を申 し上げますと、

全部で 84.1 7 %ということでございまして、現年分で91. 8 0、それから滞納で 38.2 2 %、

6 0年度の決算の状況でございます。これは前年度滞納につきましては、 5 9年度より若干で

ございますけれども徴収率が上がっております口そういうことで、今回に限りませんけれども、

私ども職員一同滞納につきましては、これは国保税だけではございませんけれども、市民税の

件につきま して も、 積極的にやっております。例えば日 曜日でございますとか、ある いは夜の

電話でお願いするとか、あるし 1は日曜日出動して滞納整理に当たる、というよう なこ とも精力

的に行っておるわけでございます。

それで、この税改正の行われた後どのようにされるか、ということでございますけれども、

これは私ももう先だっても課長ともよく 相談 したんですけれども、こういう場合には、やはり

滞納を精力的に徴収しなければならないだろうということは、二人でよく 話 し合っています。

そういうようなことで、今後は滞納整理に全力投球をしていきたい、あらゆる方法を使いまし

て、この滞納を少 しでも整理 していきたい、 かよ うに考えて決意は十分持っておるわけでござ

し、ます。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市民部長に大変懇切に御回答いただいたんですが、私がお聞

きしました 1点目の質問の具体的な回答が、今なかったような気がするんですが、つまり国保

の財政が非常に逼迫をする、そうすると短絡的に増税ということをだれしも考えると思うんで

すが、そうした負担増を突然求める というようなこと が行われる と、ただでさえ大変苦労して

に
U

1
i
 

円

tt
i
 



今集めておられるこの保険税徴収率が落ちるのではなし、かということを懸念を して、お聞き し

たわけですが、今回、市長でもいいですが、事務当局の方で、これだけの増税をやっても、徴

収率、は落とさないようにやれる、という一つのもくろみ、見通しがあって、提案なさったのか

どうか、ということをお聞きしたんです。 1点目の質問でございます。

0議長(黒川重憲君) 市民部長。

0市民部長(佐藤智春君) お答えいたします。

これはおっしゃるとおりです。もちろんそうでございますけれども、税を上げたからには、

徴収が落ちるということでは困りますので、 これは十分に私どもも注意いた しまして、 積極的

に税徴収を一生懸命やっていきたい、このように考えております。

0議長(黒川重憲君) 福島敏雄君。

08番(福島敏雄君〉 私どもの会派では、運営協議会も出ておりませんし、厚生委員

もおりませんので、 2点ばかり、今の質疑を通じ て不明な点がありますので、お聞きを したい

と思います。

一つは、原則的なことになると思いますけれども、ことし 25.1 %税全体の金額で上げて、

さらに市長の答弁によりますと、また来年もというようなお話でありました。 これは、こうい

う国保税、あるいは国保の会計が、なぜこういうふうに逼迫をしてきてしまったのか、市民の

皆さん方には、市民の負担をこれだけさらに上げてくださいよ、というお願いをするに当たり

ましては、なぜ足らなくなっているのか。そこのところをもう少し市民の皆さんにわかっても

らう必要があると思うので、質問するわけですけれども、市民部長の答弁ですと、医療費は、

年額ですか、 25%上がっています、というお話がありました。それから、市長の方からは、

先ほどそれぞれの費用分担の中で、今まで国が 40%、税 30%，本人負担 30%、こういう

ものが、いつの時点からかわかりませんけれども、国が 30.8%に下げましたという、 100 

の割合が国が 40から 30に下げました。さらにそういうことを聞きますと、私は、なぜ市民

の皆さん方に負担を上げてもらうかということを考えますと、国が 40を 30に下げました。

医療費が年率 25%も上がっています。したがって、国保財政がもたないので、国保に入って

いる人は平均といいますか、 25%余分に負担をしてください、というふうでよろしいのか、

どうなのか。それで、その 25%ことし上げるということは、ことしだけのことでなくてまた

来年もこれでは足らなし、からお願いするようになります、こういうふうに市民の皆さん方に説

明をすべき こと なのかどうなのか。間違っていれば間違っていると、そのとおりならそのとお

り、というふうに教えていただきたいと思います。

それから、あ と1点は、これだけのその国保会計に対して、問題は市がどの程度一般会計の

中から出していくか、 というこ とだと思います。今までの論議を聞いておりましても、当初、

数年前までは、 1人 5，0 0 0円程度一般会計から補助しているのが妥当であろう、こういうお

話でございました。私もことしの 3月の一般会計の予算案のときにもお聞きをしたんですけれ

ども、繰り出しが 4億を超えていましたから、市長、これはどういうふうになっているんです

か、というお尋ねをしたことがあるんですけれども、そういうことで、今市長の方からは、健

康手当の 1万円の上限ということで、 1人当たりの一般財源からの補助を考えたらどうか、と

りあえず、原則としては、特別会計ですから、そういうことをしないで済むのが一番望ましし¥

というお話がありました。 とりあえず 1万円だと、こういうお話があったんですけれども、じ

ゃあ 1万円で足りているのか、といいますと、先ほどの市民部長のお話ですと、ことしの繰出

金は、私の記憶が間違っているのかもしれませんけれども、当初予算では、 4億 4，0 0 0万程

度一般会計から出していると思います。それで、これだけ 25%上げても 8，0 0 0万から 1億

円足りませんよ、したがって、先ほど市民部長は、 4億 7，00 0万程度さらにことしはこれだ

け上げてもらっても一般会計から補てんをお願いすることになります。こういうお話だったん

ですけれども、今市長のお話を聞いていますと、 1万が上限だ。それで古賀さんの説明によれ

ば、 3万 2，0 0 0人だということになりますと、 1万円が上限だと言いながら、上限ですと 3

億 2，00 0万ということになりますけれど、既にこの改定案の中でも、これが通 ったとしても、

4億 7，00 0万一般財源から出していただくんです、というお話ですから、これは市長の方の

一万円というのは間違いじゃなし、かな、こういう感じがしているので、その辺のところを教え

ていただきたいと思います。

さらに、私は先ほど旗野議員さんからの質問の中で気になったんですけれども、市が国民健

康保険の税の徴収額が少ないので、国の補助金が減らされている、こういうようなお話があり

ました。そのことについては、私も不勉強でよくわかりませんけれども、そういう事実がどう

なっているかということで、今回この 25%を上げれば、そういう国の補助金ということで、

ペナルティーがないのかどうなのか、もらえるべき補助金というのは、これだけ上げればもら

えるのかどうなのか、その辺のところ、大綱的に三つになると思いますけれども、教えていた
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だきたいと思います。( r都だよJと呼ぶ者あり)都ですか、東京都ですか。

O議長(黒川重憲君〉 市民部長。

0市民部長(佐藤智春君) そそれでは、市民部長お答えをいたします。

第 1点目は、なぜ足らないのかということでございますけれども、これは、国保状況につき

ましては、これはまことに難しいんですけれども、いずれにしても、国保の会計につきまして

は、医療費が特に問題になってくるわけです。何としても、医療費の動向によりまして、この

関係が出てくるということで、医療費が全く前年度に対しまして、伸びもほとんどなし¥ある

いは滅になったということになれば、こういう問題もないわけです。あくまでもくどいようで

すけれども、医療費の動向によりまして、収入あるいは支出が変わってくるわけでございまし

て、一概にどうこうということは言えないんですけれども、今までの医療費の伸びが、近年急

激な伸びがあるということで、このようになったということでございまして、国保の補助金が

下げられたということは、以前から申し上げておりますように、国保の退職者医療制度という

ものが導入されまして、この関係の見込み違いというようなことであったわけです。

それで、先ほどから申し上げております 40%の補助率が給付費の 38.5 %と大幅に下げら

れたというようなことで、国保の補助金が大分減ってきたというようなことも原因のーっとい

うこと。それから、一般会計からどのくらい出したらいいのかという先ほどの論議でございま

すけれども、 1万円と申し上げますのは、一つの目安ということで、ことしそれでは 1万円以

上になっているのではなし、かということでございますけれども、確かにそういうことが言える

と思います。私の方で実は試算をしたわけですけれども、仮に一般会計から 1万円を 1人当た

り出していただくということになりますと、 45%近く 43%ですか、ぐらいのアップ率でご

ざいませんと、 1万円に追いつかない、というようなことがございますので、これはもうとて

も45%までということはできませんので、試算としては、 1万円で抑えますと45%ぐらい

の税率アップ、ということになるわけでございます。これがそ ういうことでございます。

それから、東京都の補助金の減額ということでございますけれども、これは東京都の考え方

といたしましては、東京都23区を対象にしているわけでございます。 23区が例えば限度額

が 35万円ということでございまして、日野市が現行 24万円ということでございますので、

相当な開きがある、このようなことから、調整補助金に対して、税徴収の低いところに対して

は、調整をするというようなことで、年々そういう考え方で調整をされてきた、ということで

ございまして、国ではございません。東京都の関係を先ほど多分申し上げたと思います。そう

いうことで、市のいわゆる税の徴収が東京都と比較いたしまして、東京都 23区ですかあるい

はほかの市と比較いたしまして、比較的低いところについては、それなりの計算方式をもちま

して、ペナルティ ーと申しますか、調整をかけてくるということでございますので、御理解を

賜りたいと思います。

0議長(黒川重憲君)

08番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

私は、市民に説明をする段階での話をしていますものですから、

簡単にお聞きをしているんです。市民部長、丁寧に言葉を選ばれているんですけれども、まず

1点目の、なぜ国保財政がこれだけピンチなんですか、と言ったときに、医療費が上がってい

るんですよ、上がっているんですよ、とずっと前段言っておいて、 最後にまた、国の負担が減

ったんです、こういうお話です。それは私が市民に言うときにどっちにウェイトをかければい

いですか。医療費が上がっていますよというのと、医療費なんです、医療費なんです、と こう

言われますけれども、 最後にちょこっと国の負担を言った。その辺のとこ ろは、やっぱりはっ

きり市民の皆さん方へ、こうなんですと言いたし 1から教えてくれ、という質問をしているわけ

で、医療費だったら、先ほど 25%というんですけれども、それは年率でしたっけ、年率で医

療費が 25%上がっていますよ、こういうふうに説明していいですね。

そこの点もう 1回と、いま一つ、 1万円というのに私もこだわるわけじゃないんですけれど

も、 1人当たり 1万円の一般会計からの持ち出しということを考えれば、今回の値上げ も45 

%ぐらい上げてもらわなければつじつまが合わないんです、というふうにおっしゃられました

けれど、そうすると、次の来年の話になりますけれども、この 1万円ということと 45%じゃ

合わないので、 1万円に近づけるために、この税率を引き上げていきますよ、というふうにと

れる。そういうふうに、来年はそんなような観点から、また国保税のアップを市民の皆さん方

にお願いするようになりますよ、という説明をして間違いないんですね。それが 2点目。

それから、都の補助金というので、私、不勉強ですからということでお聞きしたんですけれ

ども、 都の補助金だそ うですけれども、それが今回引き上げればペナノレティーなしなんですか、

まだあるんですか、そこのところひとつー・…・ -。

0議長(黒川重憲君) 市民部長。

0市民部長(佐藤智春君) どうも説明が不十分で申しわけございませんでした。 25
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%伸びたというのは、 4月分だけをとったんです。昨年の 4月とことしの 4月、同じ 4月でこ

れだけ 1年間で伸びました、 という お話を申 し上げ ました。

実際には年間 12%ぐらいだ、そういうことでございます口ただ、急激に伸びる月も この辺

にありますということで、御参考までに申し上げたとい うことでございまして、必ずしも 24 

%が 25%が年間通 して伸びる、というこ とではございませんので、ちょうど 4月が何ですか、

非常に高かったわけですから、それを申し上げた、という ことでございます。

それから、 1万円の繰り入れということでございますけれども、来年はどうなるか、 という

ことでございますけれど も、先ほどから申し上げておりますように、あくまでも医療費の関係

がございますので、医療費が極端な伸びということになればまた別です。あるいは医療費がそ

れほど伸びなし¥ということになればまた別です。

こういうことで、一概に今の段階でどのくらいというこ とが申し上げられませんけれども、

先ほど而長が申し上げましたように、こういう状況ですと、 毎年若干ずつでも値上げもさせてい

ただしということになろうかと私は思っております。このままの状態で来年大丈夫かという こ

とは確信を持って申し上げる ことができませんので、そのように御理解を賜りたいと思います。

それから、 最後の3点目の都の補助金の関係でございますけれども、これを上げれば全額都

のペナノレテ ィーがないのか、ということでございますけれども、例えば限度額を申し上げまし

ても、東京都の限度額が 35万円でございますので、それを基準に計算をされるということで

ございますので、これをお認めいただくと 31万円、 さらにまだ 4万円の差がございます。こ

えらを算定方式で若干のまだ調整をされるであろう、という ふうに考えており ます。過日、私

は課長と ともに東京都へ行ってまいりまして、この点の確認をしたわけでございますけれども、

東京都といた しましでも、 61年度の補助金の算定方式というものをまだ決めておらないとい

うこと で、正確な補助金の割合という のは出て きませんけれども、 東京都の 23区並みでない

場合には、各市とも若干の減額はさ れるであろ うということで、これは若干というのはどの程

度かわかりませんけれども、 満額これでいただける、ということ ではどうもないようでござい

ます。よろしいですか。

0議長(黒川重憲君〉

08番(福島敏雄君)

福島敏雄君。

市長にちょっ とお伺いしたいんですけれど も、今、市民部長の

方から答弁なかったんですけれども、 1万円 ということと、これからの税負担のあり方という

-22-

ことは、かなり密接に考えられますか、それともその 1万円という のは、それほど重視をして

いないというか、その辺のところの考えをちょっ とお聞きをしたい。それでありませんと、今

市民部長は来年のことはわからないと言いましたけれども、 1万円ということが、かな りウェ

ー卜を持ったことであるとすれば、来年も、医療費が上がらなくても、 1万円に近づけるため

に、保険税のヲ|き上げということは考えられるんです。そういう こと を考えますと、 1万円と

いう こと が、かなりウェ ートと して高い。これからのその保険税の市民の負担ということ も、

それによってかなり計算 もできてきますので、その辺の御見解をお聞きを したいと思います。

O議長(黒川重憲君) 市長。

0市長(森田喜美男君 ) 国民健康保険が国民皆保険の中の広範な意味を持つ、と い

うことは申し上げました。 一般の勤労者の方々 も、 社保とか、 健保とかという こと で、相当な

額の税負担といいますか、 負担をされておる わけでありますから、 それと比較して、 国民健康

保険は階層的には所得の少ない方々が比較的多い、ということでの施策、それが一般会計からの

繰り出しが許されるといいますか、認められる、こういう関係だと御理解をお願いを しておき

たいと思うんです。そして、また入る側と出 る側、出 る側という のは、これは医療費の支払い

でありますから、全く医療費見合いとの関係で、バランス がとれるのかとれないのか、と いう

ことが、その収入側に対する一つの条件といいましょうか、そういう ことになってくるわけで

あります。

それで、仮に被保険者の方々も国保の仕組みをよ く御理解いただいて、 自分の健康管理に努

めてもら って、つまり医療費払いが少なくなる、とい うことになれば、 これは一番理想なわけ

でありまして、 今、医療費が高 くなっているという のは、つ まり医療に支払う分が高 くなって

いるということは、これは高度医療でありますとか、あるいは高度な検査料でありますとか、

そういうことが進んでさており ますから、やっぱりそ ういう意味で、年々医療費全体は高くな

ってし 1く。そうすると、 負担をする側の税負担、これは当然高 くなってし、く関係が生れて くる

わけでありまして、 全市民の税を値上げする ということではなくて、国保事業に不足するから、

税負担をお願いをいたします。それから、一般会計からのお見舞いもいたします。一種の手当

という 1人ひとりに考えれば、 1万円とい うのは一つの例で先ほど申 しましたが、老人の健康

手当 に 1万円差 し上げてある。それ以上国保に差 し上げるなんていうこと はちょっ と矛盾する

のではないか、とい うこと で、 1万円あたりが限度じ ゃないで しょうか、というふうに申し上
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げておるわけであります。

しかし、現実にはことしでも既に 1万二、三千円に予算上なっておるわけであります。そ

れから、このまま放置すれば、 3万円近くなりかねない、こういう状況にもあるわけでありま

す。したがって、目安である 1万円をなるべ く目途にしたい、こういうことでございまして、

来年、じゃあ仮に値上げをしても、 1万円を限度に抑え込む、というふうなことでものを考え

てはいけない、こんなふうに思っております。

0議長(黒J11重憲君〉

結いたします。

ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

本件について御意見があれば承りますロなければこれをもって意見を終結いたします。

お諮りいたしますロこれをもって議案第 75号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する

条例の制定の件は厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あ り)

0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認め厚生委員会に付託いたします。

お諮り いたします。 議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あ り

ませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あ り〕

。議長(黒川重憲君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長 (黒川重憲君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午前 11時 26分休憩

午後 4時 48分再開

お諮りいたします。 議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか口

c r異議なし」と呼ぶ者あり 〕

。議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長する ことに

決 しました。

お諮りいたします。 議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり〕
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0議長(黒川重憲君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 4時 49分休憩

午後 10時 24分再開

0議長(黒川重憲君 〉 休憩前に引き続き 会議を聞きます。

これより議案第 75号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定の件を議題と

いたしますD

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

O厚生委員長 (鈴木美奈子君〉 本日行われました厚生委員会の審査報告を申 し上げ

ます。

議案第 75号、日野市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定でございますが、これ

は条例の 5条、 1 0条、 11条、 13条、 17条の国民健康保険税の料金の改定でございます。

質疑の主なものを御紹介申し上げますと、 収入見込み、また収納率はどう かということ、こ

れに対 しましては、都の指導は92%だけれども、日野市は今 91%で、 なるべ く92%に持

っていきたい、そういう報告がございました。

また、この今回臨時議会で出されま したけれども、こういうこと については当初予算、予算

編成のと きからこ の不足額はわかっているはずだから、そのときから見通しを持ってやるべき

ではなかったか、というこう いう質問 もございました。こういうこと で、これは各委員からか

なり 強調された点でございます。 そして、 早 く審議会などを開いて、そこで十分この対策につ

いて手を打った方がよかったのではないか。あるいはまた広報などを通じてもっと市民にPR

をすべきではないか、とい うこういう質問もされまして、これに対 しても市の方から対応して

いきたい、こういう答えも起き ております。それから、退職金医療制度にどれくらいの見込み

違いがあ ったのか、とい うこと に対しましても、日野市の中では、約 3，0 0 0人、金額的には

約 7，70 0万ほど市の方が持ち出した、というこういう答弁もございました。

まとめに入りま して、皆様から御意見が出されたことにつき ましては、この審議会からいろ

いろ答申も出されま したが、 もっ と市長会として、国や都への働きかけをやっていただきたい。

これは多くの委員の方の要望、意見でございました。そして、またこの運動は、日野市だけで

なくて、南多摩、あるいはまたほかの団体との連携、そういうとこ ろとも意見を合わせながら、
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この運動、各団体への呼び、かけをもっと強力にやっていった方がよいのではないか。そして、

また園、都への補助率をこれ以上、下げないように現状のまま保てるようなそう いうこと も努

力していくように申し入れた方がよいのではないか、こういう意見などが出されました。

委員会の中では、いろいろと 資料も提出されまして、森田喜美男市長の出席要請もございま

したので、市長にいろいろな質問などもいたしまして、慎重審議を行った結果、全会一致異議

なく原案どおり可決すべきものと決しました。そして、その中で、委員会として意見書を提出

することが決められまして、後ほど皆様のところにお諮りしたいと思いますので、よろしく御

審議のほどお願いを申 し上げます。以上でございます。

O議長(黒川重憲君〉 これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 簡単にお聞きをいたします。

今委員長報告の中でも触れておられましたが、今回の条例改正、これほどの大幅な増税であ

りますので、やはり当初予算編成の段階で、市長の方では当然いろいろな見積もりはおっくり

になっていたと思いますので、議会に対して提出をしてくると いう のが順序ではなかったろう

か、と思うわけです。

今、委員長のお話の中では、なぜこの 7月の臨時議会になったか、と いう具体的なお話はな

かったんですが、そういう質問に対して、いわば暫定予算のよ うな形で当初予算がスタ ー卜を

していた、ということでありますので、なぜそういう形のスタ ート を切ったかということで、

もう少し詳しくもし答弁があったのであれば、お聞かせをいただきたいと思います。

それから、私は大変不思議に思うことがあるんですが、今回の衆参の同日選挙のときも、私

の所属しております自由民主党に対して、非常に各他の政党から、自民党が過半数を占めるよ

うなことがあれば、大増税の時代がやってくるのだ、ということが盛んに言われました。国政

のレベルではこの件については一応選挙で国民は冷静な判断をくだしたということで、決着が

ついたわけですが、この日野市という自治体では、そういった大増税を口汚く批判をしていた

政党が、この増税については一言 も批判をしない、ということであります。大変これは私は不

思議であります。

そこで、 委員会の中で、日本共産党に限ってお聞きをいたしますが、委員長も共産党の方だ

と思いますが、他の共産党の委員の方は、今回の大増税について、心からなる賛成をされたのか

どうか、先ほど全会一致の賛成だ、ということでございましたが、委員会の中での質疑、また
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意見は、どのような具体的に意見が述べられたのか、質疑があったかとい うことをお聞かせを

いただきたいと思います。以上 2点お尋ねをいたします。

0議長(黒川重憲君〉 厚生委員長。

。厚生委員長(鈴木美奈子君) それでは答弁申し上げます。

市長の方からは、いろいろとなぜ今回上げなければならないか、という理由などが述べられ

ました。医療費の支出の問題だとか、あるいは途中で補正しなくて、本来だったら当初予算で

組むべきだったんだけれども、いろいろとことしの 2月の市長選挙、また国政選挙など、いろ

いろとあったので、そういう点も考慮した、ということなどもございました。なるべくだった

ら抑えたい、ということもございましたけれど、いろいろ配慮の上で、今回の臨時議会に出し

た、という答弁がございました。また、もし詳しくお聞きしたいようでしたら、市長の方から

もう一度お尋ねしていただきたいと思います。

2点目の点につきましては、共産党の方からは、退職金医療制度はどれくらいの見込み違い

があるのか、というそういう質問がありまして、それに対する市の方からの答弁もございまし

た。そして、また意見としては、増税分、今回 2億 7，6 0 0万増税になるわけですけれども、

本当は国がも とのように 45%ほど出していればこういうこと がなかったので、ということで、

市民に対して増税を望むものではないけれども、やむを得ず国に対するこれからの運動、また

負担金をふやす運動などをみんなと一緒にやったり、あるいはまた意見書を提出していしこ

ういうこと を条件に して賛成いたしました。以上でございます。

O議長(黒川重憲君〉 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君) 市長にちょっと確認をしておきたいと思うんですが、今回の

増税の諮問を運営協議会にされたのが 4月 25日、そして答申が出されたのが 7月 15日です。

で、 7月 15日の答申から今議会までほとんど聞がないわけです。答申を受けてすぐに議会に

対して臨時議会を求め、提案をしたということであります。この性急におやりになった理由と

いうのはいろいろあろうかと思うんですが、やはりどこかに無理が感じられるわけです。

当初この 61年度の予算編成のときに、きちっと議会に対しである程度のそうした国保財政の

危機を踏まえての提案というものがなされていれば、 答申からすぐに議会に対しても機械的に

諮るということは避けられたのではなし 1かと思います。つまり、市民の前に突然この増税を求

めるというこうした異常な運び方は、 しなくてもよかったのではな~¥かと思いますが、市長か
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らその点もう一度、当初予算の段階でのこの国保財政についての考え方、どのようなものがお

ありだったか、その点をお尋ねをいたします。

それから、今、共産党のお立場の主張をお聞きしたんですが、日野の日本共産党の議員の方

は、他の地域で活動 している議員の人や、中央の国会議員とはちょっ と違 う考え方をしておら

れるのではないかと思います。

私が、 日本共産党中央委員会が発行 しています「暮ら しと政治」という本の 7月号を見ま し

たら、中曾根政治はけしからん、という特集が組まれており まして、その中に国保の こと がい

ろいろ書かれております。 これは共産党の衆議院議員経塚幸夫という人が原稿を書いておりま

す。しゃべったことを編集部で文章にしたものです。 この中にいろいろ保険税の厳しい状況が

述べられておりまして、住民の側にすれば耐えがたいぎりぎりまで来ている。つまり、もうこ

れ以上増税には耐えられない。保険税の負担には耐えられないとこ ろに住民は来ている、とい

うことが書かれております。それから、全国的に保険料の引き上げは絶対許さない、国が責任

をとれ、と自治体ぐるみで運動を起こしていくべきだし、それができるチャンスだと思います、

また、それ以外に打開の道はないのです、こう書かれているんです。つまり、 もう市民に負担

を求めることは限界に来ているし、保険料のヲ|き上げは絶対に許さない、こう 書かれているん

ですが、日野の共産党の議員の方は、中央のこう した指示には従っておられないのかどうか、

委員長がたまたま委員長として厚生委員会を仕切っておられますので、その点参考までにお尋

ねをしたいと思います。

0議長(黒川重憲君) 市長。

0市長 (森田喜美男君〉 私に対する質問の部分についてお答えをいたしておきます白

5 9年に国保税の実質的には値上げ改正を行いました。そうして、比較的 59年の年は、そ

の範囲で国保財政は成り立ったように記憶しておるわけでありますが、 6 0年になりまして、

また制度改正が一層影響する現象が出たことは、御承知のとおりであります。つまり、見込み

違いということで一口に言われておるわけでありますが、退職者団体の見込み違いということ

も非常に大きかった、こういうことであります。そして、 6 0年は御承知のとおり、 4月には

市長選挙がありました。それから、もう年度半ばにして市議選のいろいろな状況が生れたこと

もこれは御承知のとおりであります。

したがって、運営協議会には、あるいは議会にも、決算委員等で値上げの必然性は避けられ

ない、ということは申し上げてきたとおりであります。運営委員会を開くのは 9月ごろに開い

ておけば、あるいは間に合うという状況はあったかもしれませんけれども、既に日野市の場合

は、そういう政治情勢があったわけでありますから、やはりその状況は、いろいろなその議論

も呼ぶきっかけにもなりますので、我々としては、 極力そのような状態は避けたいという考え

で、そして選挙が終わり、当初予算にはまだ運営委員会にはお諮りをしていない、こういうよ

うな状況で、 ことしのこの6月議会も同様でございます。そのあたりのとこ ろはもう議会の方

々の御判断もある ところでございますので、何か唐突に非常なそのあるいは配慮に乏しいこと

であった、というふうには思われないことだ、このように思っていただけない ものか、という

ふうに申し上げたいと思~¥ます。

その異常とも言われるその高い率の税改正をするというその一番もとは、やはり 国の財政の

影響によるところでございますから、そのことは正しく市民にもお伝えをしていこう、こう考

えております。

0議長(黒川重憲君〉 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 私は、委員会の報告を委員長として述べさせていた

だいておりますので、私は答える必要はないと思いますので、御了承をお願いしたいと思いま

す。

0議長(黒川重憲君) 古賀俊昭君。

024番(古賀俊昭君〉 多くの議員の方も、 委員長の味方のようでありますので、こ

れ以上申し上げないんですが、やはり急激な負担増を、突然被保険者に求るべきではないと思

います。ですから、絶えずこうした受益者にある程度負担を求めて~¥かなければならないこう

した制度については、絶えず見直しを行い、適切な提案の仕方をしていただくようにお願いを

しておきたいと思います。共産党云々 ということは、党の指示に従わない方もやはり共産党に

もおられるんだな、ということ がわかりましたので、これで質問を終わります。

0議長(黒川重憲君) ほかに御質疑はありませんか口なければこれをもって質疑を終

結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。 本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
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c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君〉 御異議ない ものと認めます口よって議案第 75号、日野市国民

健康保険条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとおり可決されました。

お諮りいた します。ただいま議員提出議案第 5号、国民健康保険事業の財政健全化について

の意見書が提出されました。この際これを日程に追加し、 議題といたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(黒川重憲君〉 御異議ないものと認めます。よって本件を日程に追加し、議題

とすることに決 しました。

これより 議員提出議案第 5号、国民健康保険事業の財政健全化についての意見書の件を議題

といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君〉 それでは、議員提出議案第 5号、国民健康保険事業の財政

健全化についての意見書は、皆様方のお手元にお配り してあるとおりでございますので、よろ

しくお願いいたします。

この意見書についてはもちろん異議ないんですが、せっかくつくって出すものですから、用語

は適切でなければならないと思いますので、私は繰入金とすべきだと思います。その点私の意

見として申し上げておきます。以上です。

O議長(黒川重憲君〉 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(黒川重憲君〉 御異議ないものと認めます。よって議員提出議案第 5号、国民

健康保険事業の財政健全化についての意見書の件は、原案のとおり 可決されま した。

本日の日程はすべて終わりました。

これをもって昭手口 61年第 2回日野市議会臨時会を閉会いたします。

午後 10時 45分閉会
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質疑、討論を省略 し、 ( r議事進行Jと呼ぶ者あ り)古賀俊昭

ちょっと私文章を見まして、提出者に確認をしたいことがあり

ますので、ちょっとお時間をいただきたいと思いますが「日野市においても、国保税の改正の

遅れにより、一般会計からの繰出し金は」となっておりますが、国民健康保険の特別会計の予算

書を見ますと、一般会計からの ものは繰入金なんですね。繰出し金ではなくて、繰入金ではな

いかと思うんですが、その点はもし間違っていますと、日野市議会の名前で出すものですので、

予算書のとおりなさった方が私はいいのではなし 1かと思う んですが、 いかがで しょうか。

0議長(県川重憲君〉 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 提案者とし 1たしましては、このとおりで進めていた

だきたいと思います。

0議長(黒川重憲君〉 古賀俊昭君。

024番 (古賀俊昭君〉 提案者がそ ういう ふうにおっ しゃ っておりますので、私は、
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